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江南市放課後子ども総合プランの概要 

 

新・放課後子ども総合プランとは 

  共働き家庭等の「小 1 の壁」を打破するとともに、次代を担う人材を育成するため、全ての児童が放課

後等を安全・安心に過ごし、多様な体験・活動を行うことができるよう、厚生労働省所管の「放課後児童

健全育成事業（学童保育）」と文部科学省所管の「放課後子供教室」を一体的あるいは連携して実施す

るという総合的な放課後対策事業のことです。 

 

放課後子ども教室・学童保育の比較 

区 分 放課後子ども教室 学童保育 

目 的 

放課後等の子どもたちの安全で健やかな

活動場所を確保し、異年齢の児童間の交

流と地域住民とのふれあいを図る。 

 

保護者が就労等により、昼間家庭にいな

い小学校１～４年生を対象に、授業終了

後適切な遊びと生活の場を与え、児童の

健全育成を図る。 

対 象 

開設する小学校に通学する１～６年生で年

間を通して参加を希望する児童 

 

 

 

 

 

保護者が就労等の理由により昼間家にい

ない小学校１～４年生までの児童で、次の

いずれかに該当する者 

１．保護者が家庭外で勤務している者 

２．保護者が疾病等または心身に障害が

ある者 

３．上記に準ずると認められる者 

実施施設 

古知野東小学校・古知野西小学校 

・古知野南小学校・布袋小学校 

・宮田小学校・藤里小学校 

・門弟山小学校・草井小学校 

 

 

古知野東小学校学童室・古知野西学童

保育所（本室）・（分室）・古知野南学童保

育所（本室）・(分室)・古知野北部地区学

習等供用施設・布袋学童保育所（本室）・

（分室）・布袋北学童保育所・宮田小学校

学童室・草井地区学習等供用施設・藤里

童保育所・門弟山小学校学童室 

職員等 
コーディネーター・安全管理員・学習アドバ

イザー等 

コーディネーター・支援員等 

実施日 

授業のある日の月曜日・水曜日・金曜日 

夏休みの指定された日 

※祝日、入学式、卒業式、冬休み、春休

み、お盆（8月 13日～16日）、学校又は放

課後子ども教室等の事情により実施できな

い日は実施しません。 

毎年度４月１日から翌年３月 31日  

月曜日～土曜日（国民の祝日に関する法

律（昭和 23 年法律第 178 号）に規定する

休日に該当する場合は除く） 

ただし、12月 29日～翌年１月３日を除く。 

実施時間 

平日⇒授業終了後～午後５時 

夏休み⇒午前９時 30分～午後５時 

 

 

 

平日⇒授業終了後～午後７時 

長期休業日（月～金）・代休日⇒ 

午前７時 30分～午後７時 

土曜日⇒ 

 午前７時 30分～午後７時 
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区 分 放課後子ども教室 学童保育 

内 容 

①児童の安全確保 

②異年齢児交流 

③地域の人たちとの触れ合い 

④様々な体験活動 

 

①児童の健康管理、安全確保及び情操

の安定 

②遊びの活動への意欲と態度の形成 

③遊びを通じての自主性、社会性及び創

造性の向上 

④児童の遊びの活動状況の把握と家庭

への連絡 

⑤その他児童の健全な育成を図るために

必要な活動 

弁当 

おやつ 

平日－おやつの時間を設けず持参をしな

い 

夏休み－必要に応じて弁当・おやつを持参 

長時間の保育などにより、弁当・おやつを

必要とする児童 

利用者 

負担 

無料 

必要に応じて教材代等を徴収する 

 

 
通年利用 

長期利用 

（H30年度より新設） 

4月 4,000円 2,000円 

7月 4,700円 2,000円 

8月 6,000円 6,000円 

12月 4,000円 1,000円 

1月 4,000円 1,000円 

3月 4,000円 2,000円 

その他の月 4,000円 - 

保険加入 江南市民活動総合補償保険を適用 江南市民活動総合補償保険を適用 

人 数 定員制（申込者多数の場合は抽選）    定員数 

備 考 
終了後は保護者又はその代理人のお迎えを基本とする。 

放課後子ども教室と学童保育は重複して参加できません。 

 


